
　
大
規
模
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
、
各
家
庭
で
は
最
低
3
日
分
の
食

料
や
生
活
必
需
品
を
備
蓄
し
て
お
く
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
飲
料
水
や
食
料
品
、
日
用
品
な
ど
、
日
頃
か
ら
使
え
る
も
の
を
普

段
か
ら
多
め
に
購
入
し
、
使
っ
た
分
を
買
い
足
し
備
蓄
を
常
に
補
充

す
る
「
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
」
を
実
践
す
る
と
、
無
理
な
く
備
蓄

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
の
備
蓄
は
、
家
庭
で
の
備
蓄
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
「
自
分

の
命
は
自
分
で
守
る
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
災
害
時
に
必
要
な
衣

食
住
に
つ
い
て
、
家
庭
の
状
況
に
合
わ
せ
て
点
検
し
、
必
要
な
備
え

を
整
え
ま
し
ょ
う
。

　
津
市
で
は
、
地
震
、
津
波
、
洪
水
、
土

砂
災
害
、
高
潮
、
内
水
に
関
す
る
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
お
住
ま

い
の
地
域
に
は
ど
の
よ
う
な
災
害
リ
ス
ク

が
あ
る
の
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
災
害
が
発
生
し
た
際
に
避
難
で
き
る

場
所
や
避
難
経
路
を
事
前
に
確
認
し
、
災

害
に
よ
る
被
害
を
少
し
で
も
防
げ
る
よ

う
、
日
頃
か
ら
の
防
災
対
策
を
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。

　
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
る
ほ
か
、
津
市
へ
新
た
に

転
入
し
た
人
に
は
、
窓
口
で
も
配
布
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
防
災
室
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
県
内
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
ほ

か
、
地
震
・
気
象
情
報
や
避
難
場
所
な
ど

が
確
認
で
き
る
県
公
式
防
災
ア
プ
リ
「
み

え
防
災
ナ
ビ
」
も
あ
わ
せ
て
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

災
害
に
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え
よ
う
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〝
も
し
も
〟の
時
の
た
め
に

チ
ェ
ッ
ク

□飲料水…１人３リットル／日
□食料品…缶詰、レトルト食品、スープなど
□生活用品…割り箸、紙皿、
　　　　　　洗面用具、ポリタンク、
　　　　　　簡易・携帯トイレなど
□衣料品・寝具…衣類、毛布、寝袋など
□調理用器具…カセットコンロ、燃料など
□衛生用品…アルコール消毒液、マスク、
　　　　　　ウェットティッシュ、
　　　　　　生理用品、オムツなど
□常備薬

　大規模災害などによる断水に備え、災害時の生活用水を確保し、公衆衛生を維持する
ため「災害時協力井戸」制度があります。
　この制度は、災害時に地域の生活用水として、家庭や事業所等にある井戸水の提供を
お願いするものです。ご協力いただける人は、防災室または各総合支所地域振興課へ
ご連絡ください。
　登録方法や災害時協力井戸のマップなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。

災害時協力井戸の登録にご協力ください

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
確
認
を

食
料
・
生
活
必
需
品
の
備
蓄
は
３
日
分
以
上

市内の
ハザードマップ

みえ防災ナビ

備蓄品をチェック！

01

02

備えよう

備えよう
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